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洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

第１条～第１６条 略 

 

（調整手当及びこれに相当する報酬） 

第１６条の２ 調整手当（パートタイム会計年度任用職員にあっては、調

整手当に相当する報酬をいう。以下同じ。）は、保育及び放課後児童支

援業務に従事する規則で定める会計年度任用職員に支給する。 

２ 調整手当の月額は、第４条の規定に基づき支給される給料及び報酬に

相当する規則で定める基準額に１００分の３を乗じて得た額とする。 

 

第１７条～第２２条 略 

 

第１条～第１６条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条～第２２条 略 
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